
    八千代市生ごみたい肥化容器等購入費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，一般家庭から排出される生ごみの減量を促進するため，

  生ごみたい肥化容器及び生ごみ処理器（以下「生ごみたい肥化容器等」とい

  う。）を購入し，かつ，設置した者（以下「容器等購入者」という。）に対

  し補助金を交付することに関し，八千代市補助金等交付規則（平成１７年八

 千代市規則第４３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な

 事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「生ごみたい肥化容器」とは，土中の微生物及び小

  動物の活動を利用して，生ごみを発酵分解させることにより，生ごみをたい

  肥化し，減量させる容器で市長が認めたものをいう。 

２  この要綱において「生ごみ処理器」とは，生ごみを機械的に水分除去し， 

又は分解してその容量を減少させ，又はたい肥化させることが可能な電気式

の機器で市長が認めたものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金は，容器等購入者であって，次の各号のいずれにも該当するも 

のに対して交付するものとする。 

 ⑴ 市内に住所を有し，かつ，住民基本台帳に記録されている者 

 ⑵ 申請の日から過去５年の間に八千代市生ごみたい肥化容器等購入費補助金

の交付を受けたことのない者（第５条に規定する基数の範囲内である場合

その他市長が必要と認める場合を除く。） 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は，次に掲げる生ごみたい肥化容器等の区分に応じ，それ 

ぞれ当該各号に定める額（その額に１０円未満の端数があるときは，その端

数金額を切り捨てた額）とする。 

⑴ 生ごみたい肥化容器  購入価格（消費税を除く。）の１０分の６に相当 

    する額（その額が３,０００円を超えるときは，３,０００円） 

  ⑵  生ごみ処理器  購入価格（消費税を除く。）の１０分の６に相当する額 

  （その額が２０,０００円を超えるときは，２０,０００円） 



 （補助対象数） 

第５条  補助金の交付対象となる生ごみたい肥化容器等の基数は，次に掲げる 

  生ごみたい肥化容器等の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める基数とする。 

 ⑴ 生ごみたい肥化容器 １世帯につき２基 

⑵  生ごみ処理器 １世帯につき１基 

（交付申請） 

第６条 規則第３条第１項の申請書は，八千代市生ごみたい肥化容器等購入費

  補助金交付申請書（第１号様式）によるものとする。 

（決定通知書） 

第７条 規則第６条の規定による補助金の交付の可否の決定通知は，八千代市

 生ごみたい肥化容器等購入費補助金交付決定（却下）通知書（第２号様式）

 により行うものとする。 

（購入設置報告書等） 

第８条 規則第１２条第１項の補助事業等実績報告書は，八千代市生ごみたい 

肥化容器等購入設置報告書（第３号様式）によるものとする。 

２  前項の報告書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 生ごみたい肥化容器等を購入したことを証する領収書又はその写し 

⑵ 生ごみたい肥化容器等を設置したことを証する写真 

（確定通知書） 

第９条 規則第１３条の規定による交付すべき補助金の額の通知は，八千代市

  生ごみたい肥化容器等購入費補助金交付額確定通知書（第４号様式）による

  ものとする。 

（交付請求書） 

第１０条 規則第１５条の規定による補助金の交付の請求は，八千代市生ごみ 

たい肥化容器等購入費補助金交付請求書（第５号様式）によるものとする。

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成１８年４月１日から施行する。 



（八千代市生ごみたい肥化容器等購入費補助金交付要綱の廃止） 

２ 八千代市生ごみたい肥化容器等購入費補助金交付要綱（平成６年八千代市

  告示第７２号）は，廃止する。 

（この告示の失効） 

３ この告示は，平成３３年３月３１日限り，その効力を失う。  


